
FYUSO
テキストボックス
資料２

FYUSO
四角形



- 1 -

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
見
直
し

１

男
性
の
育
児
休
業
等
の
取
得
に
係
る
基
準
の
見
直
し

男
性
の
育
児
休
業
等
（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
及
び
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
と

し
て
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度
に
準
ず
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
の
当
該
措
置
に
よ
り
す
る
休
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
取
得
に
係
る
基
準
を

又
は

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
雇
用
す
る
男
性

（１）

（２）

労
働
者
の
う
ち
育
児
休
業
等
を
し
た
も
の
が
い
な
い
中
小
事
業
主
（
一
般
事
業
主
で
あ
っ
て
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者

の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
基
準
に

及
び

を
加
え
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
五
号
関
係
）

（３）

（４）

そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
計
画
期
間
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

（１）
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
計
画
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
配
偶
者
が
出
産
し
た
も
の
の
数
に
対
す

る
そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
当
該
計
画
期
間
に
お
い
て
育
児
休
業
等
を
し
た
も
の
の
数
の
割
合
が
百
分
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の
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
計
画
期
間
に
お
い
て
配
偶
者
が
出
産
し
た
も
の
の
数
に
対
す
る
、
そ
の
雇

（２）
用
す
る
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
当
該
計
画
期
間
に
お
い
て
育
児
休
業
等
を
し
た
も
の
の
数
及
び
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
男
性
労
働
者
を
雇
用
す
る
一
般
事
業
主
が
講
ず
る
育
児
を
目
的
と
し
た
休
暇
制
度

（
育
児
休
業
等
及
び
子
の
看
護
休
暇
を
除
く
。
以
下
「
育
児
目
的
休
暇
制
度
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
た
当
該
男
性

労
働
者
の
数
の
合
計
数
の
割
合
が
百
分
の
十
五
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
育
児
休
業
等
を
し
た
も
の
の
数
が
一
人
以
上

で
あ
る
こ
と
。

当
該
計
画
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働
者
の
う
ち
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養

（３）
育
す
る
男
性
労
働
者
が
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
男
性
労
働
者
の
う
ち
、
育
児
目
的
休
暇
制
度
を
利
用
し
た
者

が
い
る
こ
と
。

当
該
計
画
期
間
の
開
始
前
三
年
以
内
の
日
で
あ
っ
て
当
該
中
小
事
業
主
が
定
め
る
日
か
ら
当
該
計
画
期
間
の
末
日

（４）
ま
で
の
期
間
を
計
画
期
間
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
育
児
休
業
等
を
し
た
男
性
労
働
者
の
割
合
が
百
分
の
七
以
上

で
あ
る
こ
と
。
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２

働
き
方
の
見
直
し
に
係
る
基
準
の
見
直
し

そ
の
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
数
が
、
計
画

期
間
の
終
了
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
「
計
画
期
間
終
了
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
全
て

四
十
五
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
、
計
画
期
間
終
了
事
業
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、

平
均
し
た
一
月
当
た
り
の
時
間
外
労
働
時
間
が
六
十
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
が
い
な
い
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。
（
第
四
条
第
八
号
関
係
）

３

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
に
係
る
基
準
の
見
直
し

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
九
号
関
係
）

（１）

（３）

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

（１）
て
三
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
（
当
該
取
消
し
の
日
前
に
四
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
を
し
た
場
合
（
厚
生
労
働
省

雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
。

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
定
め
る
政
令
で
定
め
る

（２）
も
の
の
違
反
に
関
し
、
法
律
に
基
づ
く
処
分
、
公
表
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
（
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
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等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
求
人
の
申
込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
。
）
。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ

（３）
と
。

二

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
五
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
見
直
し

１

時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
に
係
る
基
準
を
、
そ
の
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
ご

と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
数
が
、
計
画
期
間
終
了
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
四
十
五
時
間

未
満
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
平
均
し
た
一
月
当
た
り
の
時
間
外
労
働
時
間
が
六
十

時
間
以
上
で
あ
る
も
の
が
い
な
い
こ
と
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
三
第
一
号
関
係
）

２

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
に
係
る
基
準
の
見
直
し

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
三
第
一
号
及
び
第
六
号
関
係
）

（１）

（３）

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
当
該
取
消
し
の
日

（１）
前
に
四
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
を
し
た
場
合
（
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
が
定
め
る
基
準
に
該
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当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
取
消
し
の
日
後
に
、
同
法
第
十
三
条
の
認
定
を
新
た
に

受
け
て
い
な
い
こ
と
。

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
定
め
る
政
令
で
定
め
る

（２）
も
の
の
違
反
に
関
し
、
法
律
に
基
づ
く
処
分
、
公
表
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
（
青
少
年
の
雇
用
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
求
人
の
申
込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
。
）
。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ

（３）
と
。

三

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
公
表
事
項
の
見
直
し

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
公
表
事
項
に
、
そ
の
雇
用
す
る
通

常
の
労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
数
及
び
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ

っ
て
、
平
均
し
た
一
月
当
た
り
の
時
間
外
労
働
時
間
が
六
十
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
の
数
を
加
え
る
こ
と
。
（
第
五
条
の

四
第
四
号
関
係
）
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四

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
す
る
申
出
の
追
加

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
一
般
事
業
主
又
は
同
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
例
認
定
一
般
事
業
主
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
法
第
十
三
条
又
は
第
十
五
条
の

二
の
認
定
に
つ
い
て
辞
退
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
五
関
係
）

第
二

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部

改
正

一

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
見
直
し

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
八
条

第
一
号
の
要
件
の
う
ち
、
法
令
違
反
の
要
件
を
１
か
ら
３
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
八

条
第
一
号
ホ
関
係
）

１

女
性
活
躍
推
進
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
又
は
二
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
を
行
い
、
そ

の
取
消
し
又
は
辞
退
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
（
当
該
辞
退
の
日
前
に
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
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る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
の
状
況
が
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
が
定
め
る
基
準
に
該
当

し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
二
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

２

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
定
め
る
政
令
で
定
め
る
も

の
の
違
反
に
関
し
、
法
律
に
基
づ
く
処
分
、
公
表
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
（
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
求
人
の
申
込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に

限
る
。
）
。

３

女
性
活
躍
推
進
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
。

二

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
す
る
申
出
の
追
加

女
性
活
躍
推
進
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
一
般
事
業
主
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
、
同
法
第
九

条
の
認
定
に
つ
い
て
辞
退
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
二
関
係
）

第
三

（
略
）

第
四

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


